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滋賀サングループJi件は、多数の知的陣がいのある人をヵl:用する会社において、まともな衣食住

すら'iえられない貧しい環境の下で残虐なすた待行為が繰 り返されたり年金を杖領された非道な可「

件。労)iそ料や布i祉増'務所はこれを支援 し、件祭は度lTlなる
"不

幕死やすた待を放|にしてきた。

2003年 3ナj24日 、大ヤ|と地裁における裁判は、加til者はもとよりIHやりitのゴ〔任をも認めた判

決となり、「ほぼ全1持ittr訴」と高
‐
える内容だった。知的「キがいの人たちが巻き込まれたJ「件で1可や

県の責任を認めた判決はめずらしい。その陰には、弁護団と家族 ・関係者が人としての権利を手に

するために 「ットをつなぐ」熱い思いがあった。

◆fli次渉ミ題 権利をつかむためには 「心をつなぐ」こと
…滋賀サングループ事件の闘いから学ぶ…

◆講師 :田 中 幹 夫 弁 護 士 (サングループ事件弁護団長 田中幹大法律事務所)

◆日程 :2007年  3月 10日 (土)13:30～   ほ っと活動報告

14:00～   田 中弁護士講演会

16:00    終 了予定

◆場所 :広 島 市 束 区 地 域 柄 祉 セ ン ター  3F 大 会 議 毎

広島市東区束蟹屋町9番 34号

◆資料代 1000F■ (福祉協会 ・就労振興センター加盟団体関係者は無料)

◆主催 :広島人権擁護センターほっと 広 島県知的障がい者福祉協会

広島県就労振興センター  協 力 :きょうされん広島県支部

笑顔は大切な七 ぎ■‐ニケとシ

お問い合わせ

安芸高田市向原町長岡 1841 ひ とは作業所

広島市東区戸坂南 1丁 目 272 き つつき共同作業所

広島人権擁護センター ほ っと ホ ットライン
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